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経済論叢 〔京都大学)第156巻 第6号,1995年12月

アメ リカ年金会計における認識 と測定の論理

一一.経済的実質と形式の相互関係一

佐 野 哲 哉

『 は じ め に

筆 者 は,前 編Dに お い て,財 務 会 計 基 準 書 第87号 「事 業 主 の年 金 会 計」(以

下,SFAS第87号)に 基 づ い て 認 識 され る追 加 最 小 負 債(additionalminimum

liability)お よび そ れ に対 応 す る無 形 資 産 が 完 全 未 履 行 契 約 に お け る権 利 ・義

務 の.会計 的認 識 とな って い る こ とを 明 らか に した。 そ こで は,追 加 最 小 負債 の

認 識 が,計 算 上,過 去 の 勤 務 と将 来 の 年 金給 付 の交 換 と な って い る もの を,将

来 の勤 務 と将 来 の 年 金 給 付 との 交換 とみ なす とい う論 理 上 の操 作 を行 う こ とに

よ り,成 立 して い る と と ら え た.前 編 ぽ,SFAS第87号 に 基 づ い て認 識 さ れ

る負 債 ・資 産 の うち,追 加 最 小.負債 とそ れ に対 応 す る無 形 資 産 とい う一部 の負

債 ・資 産 を問 題 に して い た 。

本 稿 で は,ま ず,SFAS第87号 に基 づ い て 認 識 され る 負 債 ・資 産 を包 括 的

に検 討 し,負 債 が 未 払 年 金 費 用 と追 加 最 小負 債 に 区分 され る こ ど と,年 金負 債

の計 算 に予 測 給 付 債 務 と累 積 給付 債 務 とい う二 つ の債 務 が 利 用 され る こ と とは

関係 な い こ と を 明 ら か にす る。 そ の 後,SFAS第87号 に お け る 累積 給 付 債 務

と予 測給 付 債 務 の併 存 とい う事 態 を,経 済 的 実 質 と形 式 と い う用 語 をキ ー ワー

ドに して,考 察 し,会 計 と法 の 相 互 関係 とい う問題 に議 論 をす す め て い く.こと.

に した い2,。

1)拙 稿 「アメリ.力年金会計にみる完全未履行契約の認識」r経済論叢」第156巻第2・3号 」1995

年8・9月 。

2)通 常,会 計と法といった場合,そ こでイメージされる法は主に商法であり,そ の他にイメー/
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アメリカ年金会計における認識と測定の論理(631)161

アメ リカ年 金 会 計 をめ ぐる議 論 に お い て は,一 一・方で は将 来 の 不 確 実性 が と り

あ げ られ,会 計 デ ィス ク ロー ジ ャー に 関 わ る技 術 的 な側 面 が 強 調 さ れ,他 方 で

は企 業 と従 業 員 との 資 産 分 配 の 問 題 が と りあ げ られ,会 計 デ ィス ク ロー ジ ャー

を通 じて 従 業 員 の 権 利 が 擁 護 さ れ た り侵 害 され た りす る とい う側面 が強 調 され

る。 本 稿 の 議 論 の 意 義 は,利 害 関係 者 間 の資 産 分 配 の 問 題 が 会計 デ ィス ク ロ ー

ジ ャー 上 の 技 術 的 な 問題 を 通 じて取 り扱 わ れ る とい う観 点 か ら,両 者 の視 点 を

統 合 す る こ とに あ る 。

ISFAS第87号 における負債 ・資産の認識 と測定の論理

SFAS第87号 に基づいて認識される負債には,未 払年金費用 と追加最小負

債の二種類がある3〕。SFAS第87号 自体,確 かに,債 務の変動に伴って負債を

認識するという体裁をとっているが,詳 細に検討 してみるとそれだけにとどま

らない論理を内包 している。未払年金費用の場合,ま ず,予 測給付債務の増加

に伴って年金費用が認識され,そ の費用 と年金基金への支出の金額 として負債

が認識される。追加最小負債は,累 積給付債務と年金資産公正価値の差額に基

づいて認識される。そして,追 加最小負債に対応 して無形資産が認識される。

ここには,検 討すべきいくつかの問題がある。

＼ ジされる法 は証券取引法や税法であ るが,本 稿 で とりあげられ る法 は労働者の権 利保護,社 会保

障に関わ る法で ある。 その意味で本稿 の議論は制限 された ものであ るが,筆 者は,本 稿の内容 が

会計 と法 の関係 を考え るうえで普遍性 を持っている ものと考 えてい る。

3)こ こでSFAS第87号 によって認識され る負債お よび資産 につ いてま とめてお く。SFASO87

号 における負債 ・資産は,ま ず,認 識 された年金費用 と年金基金への拠出額の差 額 として認識 さ

れ る。年金 費用が年金基金への拠出額 を超 える場合,未 払年金費用 が認識 され,年 金費用が年金

基金 に拠出 した額 より少ない場合にぽ前払年金費用が認識される.こ の負債 の場合,年 金費用が

予測給付債務に基づいて計算されるので,予 測給付債務に基づいて認識され てい るとい える。

SFAS第87号 におい ては,さ らに追加最小負 債が認識 され る。追加 最小負債 は,累 積給 付債

務が年金資産を超える額 に基づ き,前 述 の負債 ・資産の金額によ って修正 され,認 識 され る.追

加最小負債に対応 する項 目と して無形資産が認識され る。ただ し.無 形資産 と して認識 される金

額は,未 認識過去勤務 費用 によって限定 されてお り,超 過金 額は資 本の減少項 目として処理され

る。SFAS第87号 において は,ま ず 年金費用が予測給付 債務 に基づ いて認識され,そ の年 金費

用 と年金基金への支 出の差額 と して未払年金費用(も しくは前払年 金費用)が 認識 され る。そ し

て,追 加最小 負債が 累積給付債務 と年金資産公正価値 の差額 に基づ いて認識 され るが,そ の数値
は,未 払年 金費用(も しくは前払年金費用)に よ って修正が施 され ているのであ る。
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第一に,年 金基金の存在である。年金取引は,基 本的に,事 業者の年金給付

と従業員の勤務との交換取引でありながら,事 業者と従業員との問に年金基金

が存在する。年金基金が存在 しなければ,予 測給付債務の増加に伴 って,費 用

と負債が認識される。つまり,過 去の勤務と将来の年金給付(当 然なが ら従業

員への支出)と の交換 という事象を純粋にとらえることになり,費 用発生 と支

出は時間的に完全に分離する。ただし,実 際には年金基金が存在するために年

金基金への資金拠出という事象が入 り込んでいる。そのために費用発生 と支出

(この場合年金基金への支出)が 同じ会計期間に行われ,費 用と支出の差額 と

しての負債が認識されるということになる。しかし,こ の支出はあくまで も年

金基金への支出であり,従 業員への債務が消滅したとは必ず しもいえない。 し

たがって,従 業員への債務と年金資産の公正価値の差額をチェックすることが

必要になる。年金基金の存在自体が,未 払年金費用 と追加最小負債の二つの負

債を認識することの要因となっているのである。そうすると,検 討すべき第二

は,年 金費用および未払年金費用の認識には予測給付債務を採用 し,追 加最小

負債の認識には累積給付債務を採用 しているという問題になる。

第一の問題で言及した年金基金の存在は,従 業員への債務をどのようにとら

えるかということとはあまり関わ りがなく,あ るとすれば,未 払年金費用 と追

加最小負債の基礎 となる債務が同じものであることを要求するということであ

ろ う。 しか し,SFAS第87号 においては,負 債を認識する基礎 として予測給

付債務と累積給付債務の二つの債務が採用されている。予測給付債務 と累積給

付債務は,と もに,年 金給付算定式により,従 業員が一定期 日までに提供 した

勤務の対価 として算出した給付金額の保険数理現在価値である。年金給付算定

式が将来の給与水準を変数として含む場合,累 積給付債務が将来の給与水準に

関する仮定事項を含まないという点で,予 測給付債務 と累積給付債務は異なる

のであるが,年 金給付債務の会計期間への割り当て方をみるかぎり,予 測給付

債務では給付総額を各年度に均等に割 り当てるという形式をとっているのに対

して,累 積給付債務ではそれぞれの期間に制度の終結または従業員の退職が行

,到
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アメリカ年金会計における認識 と測定の論理{633)163

わ れ る とい う こ とで,給 付 額 が 測 定 され る とい う形 式 を と ってい る よ うにみ え

る%つ ま り.,一 見 す る と,予 測 給 付 債務 で は年 金 制 度 が継 続 す る とい う前 提

で 測 定 が 行 わ れ る の に対 して,.累 積 給 付 債 務 で は年 金 制 度 が 終結 す る とい う前

提 で 測 定 が行 われ る よ うにみ え るの で あ る。

「.第三 の 問 題 は
,年.金 債 務 を 測 定 す る際 に使 用 さ れ る 割 引 率 で あ る。SFAS

第87号 で は,割 引 率 につ い て次 の よ うに規 定 して い る。

「仮 定 割 引 率(assumeddiscountrates)は,.年 金 給 付 が 有 効 に清 算 され

う る率 を 反映 す べ きで あ る。」(SFASNo.87,par.44)5}

.この規 定 は,企 業 が 保 険 会 社 か ら年 金 契 約 を購 入す る こ とに よ り,企 業 年 金

に関 わ る リス クを保 険 会社 に移 転 しう る とい う事 態 を反 映 してい る。 年 金 取 引

の 主 体 は 基 本 的 に事 業 者 と従 業 員 で あ り,FASBも こ の点 を基 礎 と して 議 論

を展 開 して い る。 しか し,SFAS第87号 に お い て は,さ ら に,保 険 会 社 とい

う取 引主 体 が 想 定 され てい るの で あ る。 た だ し,こ の割 引率 が い か な る もの で

あ る のか とい うこ とは この 規 定 か らだ けで は判 断で きな い。

第 四 の 問題 は,追 加 最 小 負 債 に対 応 す る無 形 資 産 に 関 わ る もの で あ る。、「は

じめ に」 で 述 べ た よ う に,前 編 で は,無 形 資 産 の認 識 は,年 金 給 付 算 定 式 の も

4)前 掲拙稿 を参照 していただ きたい。 第1表 の累積給付 アプローチが累積給付債 務の測定 であ り,

第3表 〔ウ給 付/勤 務年数 アプローチが予測給付債務 の測定である。

5)年 金制度 の清算(Seltleme翫)と は,〔a}取 り消す こ ヒので きず,ib)給 付債務について の一次 的

責任 を事業主(ま たは年 金制度)か ら免 除 し.【C)債務 および清算 を行 うために利 用され る資産 に

関わ る重 大なIJス グを取 り除 く取 引のこ とであ る。そ して,保 険会社か らの年金契約(a㎜u}ty

contr烈d}の 膳人 も清算取引 を構成す る もの として想定されている.年 金契約 とは,保 険料 など

の見返 りに特定の個 人にある特定 され た給付 を提供す る法的債務 を無条件 に引 き受ける契約で あ

る。年金会計においては,清 算以外 に縮小 とい うことが考え られている。年 金制度 の縮小 とは,

現存する従業員の将来期待 される勤務期 間を大幅に削減す る事象,も しくは,多 くの従業員か ら

将来勤務に関わる年.金給付 を剥奪す る事象であ る.こ の年金制度の縮小には,予 定 よ りも早い従

業 員の解 雇や年金制度 の終結(termLna廿on〕 ・停止(.suspension)が 含まれ る。清 算 と縮小は,

上記のよ うに区別される もので あ り,同 時 に起 きた り,別.々 に起 きた りす る事象 である、多数 の

従業員が解 雇された り,.[二場が 閉鎖 された りして も,年 金制度が存 在 し続 げるので あれば,縮 小

は起 きて も清算は起 きない。事業主が確定給付 について年金契約を購入 して も,将 来の勤務 に対

して年金給 付が支払 われ るので あれば,清 算は起 きて も縮小 は起 きない。年 金制度が終結 し,後

続す る年 金制度が設定 され なければ,清 算 も縮小 も起 きる。詳細 ぽ,SFAS第88号 を参照 して

いただ きたい。

」
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とでは過去の勤務 と将来の年金給付の交換となっているものを,将 来の勤務と

将来の年金給付 との交換 とみなすという論理上の操作を行 うことにより,成 立

しているものととらえた。これは,逆 にいうと,将 来の勤務 と将来の年金給付.

との交換を,過 去の勤務 と将来の年金給付との交換を媒介 として,会 計上認識

』.しているということになる
。つまり,将 来費用将来支出を,過 去費用将来支出

の経由によって,負 債に取 り込んでいるのである。これは,年 金給付の増額を

伴 う制度改訂の解釈に依存 している。つま り,SFAS第87号 は,年 金給付の

増額を伴 う制度改訂について,一 方では,年 金給付算定式に基づいて過去の勤

務と将来の年金給付の交換 と解釈 し,他 方では,年 金給付増額の従業員へのモ

チベrシ ョン効果を考慮 して,将 来の勤務と将来の年金給付の交換 と解釈 して

いるのである。

以上,明 らかにしたことを概括 してお く。SFAS第87号 が対象 とす るの.は〕

外部積立の確定給付制度であ り,取 引主体である事業者と従業員との問に年金

基金が介在する。この年金基金の介在により,負 債が未払年金費用と追加最小

負債に区分される。また,年 金費用および.未払年金費用の認識においては予測

給付債務,追 加最小負債の認識においては累積給付債務を採用することによっ

て,年 金債務の測定に関 して継続基準 と終結基準 という二重性をもつかのよう

.にみせている。そ して,年 金債務の割引率については,事 業者と従業員との取

引に加えて,事 業者 と保険会社の取引を想定 している。さらに,SFAS第87

号の基本的対象である事業者と従業員の取引において も,年 金給付の増額を伴

う制度改訂を二重に解釈 し,そ の二重の解釈に基づいて,追 加最小負債の対応

項 目として無形資産が認識される。

IISFAS第87号 にみる経済的実質と形式との相互関係

〔1)経 済的 実質

Hで は,1で 指 摘 したSFAS第87号 で の 年 金 取 引 の複 雑 な 解 釈 とい う もの

を 経 済 的 実 質 とい う用 語 を キ ー ワー ドに して ほ りさ げ て み た い。FASBの 概
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念 フ レ甲 ム ワー クで は法 的形 式 よ り経 済 的 実 質 を優 先 す る とい う考 え方,す な

わ ち,..実質優 先 性 は 直接 採 用 され てい るわ けで は な い が,と こで の 議 論 をす す

め る う えで は有 用 な もので あ る6」。

実 質 優 先 性 は,例 えば,APBス テ ー トメ ン ト第4号 で 議 論 さ れ て い る 。.

APBス テ ー トメ ン ト第4号 にお け る実 質優 先 性 は,次 の よ う に指 摘 さ れ て い

る 。

「実 質 主 義 は,取 引 お よび そ の他 の事 象 の法 的効 果 と経 済 的 効 果 の いず れ

を も問 題 に し,そ の慣 行 の 多 くは,法 令 に基 盤 をお い て い るけ れ ど も,も

.し 経 済 的 実 質 が 法 の形 式 と相 違 してい る と きには,取 引 や そ の他 の事 象 の

もつ 経 済 的 実 質 の ほ う が 通 常 重 視 され る。」(APBStat㎝entNo.4,par.

35)

APBス テ ー トメ ン ト第4号 で は,通 常,経 済 的 実 質 と法 的 形 式 が通 常 一 致

して い る もの と と らえ られ てお り,経 済 的 実 質 と法 的 形式 が乖 離 した場 合 ,経

済 活動 を よ りょ く反 映 す るた め に法 的 形 式 よ り経 済 的 実 質 を重 視 す る とい う こ

と にな って い る。

② 累積給付債務 と予測給付債務の併存

SFAS第87号 に お け る 累 積 給 付 債 務 と.予測 給 付 債 務 の 併 存 に つ い て は ,

SFAS第87号 を審 議 したFASBの メ ンバ ー の なか か ら対 照 的 な異議 が 出 さ れ

て お り.,興 味 深 い7,。SpTou8eは,未 積 立 累積 給 付 債 務 のみ が,.企 業 の 債 務 と

6)FASBの 概念7レ ー ムワー クにおいて は,実 質優 先性 とい う概念 は直接 に は採用 されていな

いが,表 現の忠実性 とい う概 念に解消 され てお り.実 質優 先性 とい う考え方 自体が消 え去 ったわ

けで はない。

「実質優先性 もまた支持 された概念の一つで はあ ったが,い まさ ら必 要が ないとい う理由か ら

階層構造図には含め られていない。信頼性の特性,と くに表現 の忠実性 の特性 には,実 質 よりも
形式を優 先する会計 上の表現が入 り込む余地がほ とん どない。いずれにせ よ,実 質優先性は,正
確に定義で きないか な り漠然 と した概念である.」(SFACNo.2,par.16())

ちなみに,SFAS第Z号 によれ ば,表 現 の忠 実性 は,「 あ る測定値 または記述 と,そ れ らが表

現 しようとす る現象 とが対応 または一致す る こと」(SFACNo.2,par.63)と 定義されてい る。
ここで い う表現 しよ うとす る現象 とは 「経済的資源および債務 ならびにそれ らを変動 させ る取引

および事 象」 〔SFACNo.2,par.63)の ことであ る.

7}FASB,5耽 ∫No.87......./
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して 認 識 さ れ るべ き もので あ り,累 積 給 付.債務 を超 過 す る年 金 資 産 につ い て は,

会 計 上,企 業 の資 産 と して 認識 さ れ るべ き も② で あ る と考 え て い る。Sprouse

に と って は,将 来 給 与 水 準 を考 慮 にい れ た 実務 は 内 国歳 入 法 に基 づ い た 保 険 数

理 的 手 法 の 産 物 で あ って,予 測 給 付 債 務 は決算 時 にお ける債 務 を構 成 す る もの

で は な い の で あ る。 これ に 対 し て,Wyattは 予 測 給 付 債 務 こそ 財 務 諸 表 に

よ っ て報 告 され る年 金 債 務 の 尺 度 で あ る と考 え て し〕る。Wyattに と って は,

累 積 給 付 債 務 は債 務 を 過小 評価 す る もので あ り,年 金 債 務 を忠 実 に表 現 す る も

ので は な い ので あ る。Sprouseの 立 場 か らす れ ば,累 積 給 付 債 務 が 経 済 的実 質

を表 現 す る もの で あ り,Wyattの 立 場 か らす れ ば,予 測 給 付 債 務 が 経 済 的実

質 を表 現 す る もの で あ る とい え よ う。

この よ うな年 金 債 務 をめ ぐる議 論 は,そ もそ も.年 金 基 金 に..卜分 な積 立 て が

さ れ るか ど うか と い う問 題 と関 わ って い るが,さ らに,企 業 に よ る年 金 超 過 資

産 の 回収 とい う実 務 が 存 在 す る こ と に よ り,そ の議 論 は重 要 な 意味 を もって い

る。 年 金 超 過 資 産 の 回収(assetreversion)と は,年 金 制 度 の清 算 や 終結 に よ

り,年 金 基 金 資 産 の うち年 金 債 務 を超 過 す る部分 を事 業 主 に戻 す 取 引 で あ る。

年 金 超 過 資 産 の 回 収 は,経 営 者 や 従 業 員 や 株 主な ど利 害 関係 者 間 の資 産 の分 配

に 関 わ る問 題 で あ り,年 金債 務 の範 囲 の確 定 は年 金 超 過 資 産 の 回収 金 額 に直 接

結 びつ い て い る。 実 際,年 金 超 過 資 産 の所 有 権 をめ ぐ る裁 判 も行 わ れ て お り,

必 ず し も経 営 者 の 思 惑 通 りに事 態 が 進 展 す るわ けで は ない 。 そ うす る と,.年 金

給 付 算 定 式 に将 来 の 給 与水 準 が含 ま れ る こ とが あ る に もか か わ らず,会 計 基 準

に おい て 給 与 水 準 を考 慮 に い れ な い債 務 を採 用 す る とい う こ と は,年 金給 付 に

関 わ る従 業 員 の 請 求 権 を侵 害 して い る とい う こ と もで き る0)OIに お い て,.年

＼..SFAS第37号 およびSFAS第88号 を審議したFASBの メンバーは以下の通 りである。

Di川1d.1.Kirk(議 長),Fra皿kE.BIQck,Victim.H、Brown,RayandC.Lauver,DnvidMos・

so,RobertT.Sp買)u侶c、ArthurR.Wyau

このうち,SFAS第87号 に異議を唱えたのは反対 したのはBrown、Sprouse,Wyattの3名 で

あり,SFAS第88号 に異議を唱えたのはMossotWyattの2名 である。

8)こ こで指摘 したような累積給付債務の不適切さを扱った研究として 丁血ker・Chic.,の 研究

(T㎝rTinkerandDialしolLo6Ghicas,DishonoredGmtracts;Aじ じount㎞gandtheExpTopriatiQnof
EmployeeP・ 順め・w・・1・h,4一癬9〔 卿 蜘 勘の・・認 ∫面轍V・1.18N・ ・4,1993・〉があノ
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金給付債務の割 り当て方をみるかぎり,累 積給付債務は年金制度の終結を前提

にしているようにみえると説明 したが,そ もそも累積給付債務が年金制度を清

算 ・終結する場合の適切な尺度であるとは必ずしもいえないのである。これら

のことを経済的実質とい う用語 を用いると次のように考えることができる。

Al)Bス テー トメン ト第4号 でみたように,経 済的実質には法的形式が対置さ

れていた。法的形式が経済的実質から乖離しているときは,財 務.会計は経済的

実質を重視するとい う。ところが,累 積給付債務をめぐる議論をみてみると,

会計に比べると法の方が経済的実質をよ りょく構成 しうることがわかる。この

場合,会 計の与える形式と経済的実質が乖離しているともいえる。もちろん,

会計 と法のどちらか一方が経済的実質を構成すると考えるのは適切ではないだ

ろう。どちらかというと経済的実質を構成することについて会計と法の両者が

せめぎあいをしているといった方がよいか もしれない。ただし,事 態が利害関

係者間の実際の資産分配に関わるかぎり,最 終的には法の方が優位にあるとい

わざるをえない。

〔3)年 金会計への発 生主義 会計の適用 とERISA

以 上 で は.会計 と法 の 対 立 関 係 を と りあ げ た が,以 下 で は 両 者 の 依 存 関 係 を

SFAS第87号 とERISA(EmployeeRetirementIncomeSecurityAct,従 業 員

退 職 所 得 保 障 法)を 素 材 と レて 扱 う こ とに した い。.SFAS第87号 は,先 行 す

る会 計 諸 基 準 と比 較 す る と,年 金 会 計 に発 生 主 義 会 計 を適用 す る とい う課 題 を

持 って い た 。企 業 年 金 につ い て は早 期 か ら保 険 数 理 計算 が 導 入 さ れ て お り,そ

れ に伴 って,保 険 数 理計 算 に基 づ く数 値 を企 業 会計 上 どの よ うに位 置 づ け る の

か が,模 索 さ れ て い た。 そ の摸 索 の 一 つ の頂 点 がARS第8号91とAPBオ ビ

＼ る。Tinker・Ghicas.の 研 究 は 直接 的 に はSFAS第87号 に 先 立 つSFAS第36号 に基 づ くデ ィ ス

ク ロー ジ ャー に 関 わ る研 究 で あ るが,黙 秘 給 付 債務 に 関 わ る指摘 は,Tinker・Ghicas自 身 が 指

摘 す る よ う にSFAS第87…}の もとで も有 効 で あ る よ う に思 わ れ る。

9)EmestL.Hicks,AccountingResearchStudyNo.$AccountingfortheCostof.PensionPly

AmericanIl15tituteof(:er1Hi租dPublicAccDunτants,1965.
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ユ オ ン第8号10)で あ った 。ARS第8号 は 年 金 費 用 の 計 算 に採 用 すべ き保 険 数

理計算を基本的に一つに限定することを提起したが,APBオ ピニオン第8号

では,保 険数理計算方法を限定す ることはできなかった。ただし,ARS第8

号 とAPBオ ピニ オ ン第8号 が公 表 され た1960年 代 に は,発 生 主 義 会 計 を企 業

竃年 金 に対 して 積 極 的 に適 用 す るだ け
の 条 件 が 揃 っ て い な か っ た1',。つ ま り,

1960年 代 には ア クチ ュ ア リー の資 格 要件 に は特 に規 制 もな く,保 険数 理 計 算 に

つ い て の ガ イ ドライ ン も整備 さ れ て い なか った し,ま た,従 業 員 の年 金 給 付 を

.

.理
.

.

.
{

受ける権利 も必ずしも保障されたものではなかった。これらの条件を整備 した

のが1974年 に制 定 さ れ たERISAで あ る12)。そ して,SFAS第87.号 に おい て は,

年金取引が事業者の年金給付 と従業員の勤務の交換取引であると明確にし,財

務会計上利用される保険数理計算を限定 したのである↓%こ の場合,法 の整備
、華
一

10)APB,APBOpinionNo.呂,MountingfortheCostofPensionPlans,AmericanInstituteof

CertifiedPublicAccotmtams,1966.

11)浅 谷輝雄監修 『リスク管理 とアクチュアリー」金融財政事情研 究会,1992年,189-191ペ ージ。

12)ERISAの 意義を資産運 用を中心 に述べ ると以下の通 りにな る。

第2次 世界大戦前の年金資 産運用 は生 命保険 会社が独占 してお り資産運用 はほとんどすべ て確

定利付資産に投資されていた。投資 リターンは インカム ・ゲ イン中心 であ り,株 式投資 に対す る

関心 はきわめて低か った。株式投資へ の投資対象の拡大を促 したのは,1950年 のGM社 長 ウィル

ソンによる提案セあ り,実 際に株式投資 を始め たのぽ1952年 に設立された大 学教職 員退職年金で

あ る。1960年 代には,賦 課 方式 を採 用 してい る年金基金が.多く,資 金の繰 り入れや年 金積立 金が

不足 していた。.スチ ュー ドペーカーの閉鎖事件 などにより,年 金財政方式の改善.年 金積 立金の

強化 などが要求され るよ うになった。このような企業年金をめ ぐる問題に対 応するために連邦議

会 によって1974年 にERISAが 制定された。ERISAは,私 的年金 プラ ンおよび私的給付 プラン

の財務状況報告義務 と情韓開示義務 を強化 した り,年 金財政 方式および受託 者と しての義務 に関

す る規制 を強化 した り,年 金が廃止 され た場合 に受給権者の年金給付 を保証 するために年金給付

保証公 社(PensionBenefitsGuscumyCorp.■a皇ion)を 設置.した りした。ERISA制 定 以前には,

確定給付 プランは,事 実 上,賦 課方式 の運営が許されてい た。ERISAに よって,1974年 以前 に

開始 された年金プ ランの給付 債務 につい ては,40年 間 にわた って割賦 償還す ることがで きるよう

保険料が追加されなければならないこととされ た。給付債務の割賦償 還の計 画は,合 理的 な保険

数理 の手続 き.及び評価 に基づいて行われ なければな らず,資 産価 値お よび年 金積立金の ボーート

フ ォリ才の収益 の見 通 しを も.考慮 しなければな らないこ ととされた.ERISAは 年金資産運用の

基本姿勢 として リス ク管理の重要性 を.考慮 した うえで,分 散投 資の必 要性 を強調 した.第1次 オ

イルシ ョックに伴 う株価暴 落によ り,資 産が負債 を下回 る年金基金が増え,年 金管理者の責任が

追求 され るようにな っていた。1970年 代 には多 くの年金管理者が アメリカ優 良企業 の株式 のよう

な比較的安全度が高い もののみに投 資 していれ ばよい との認識 を持 っていたが,1977年 以 降,個

別証券 の リスクよ リポー トフォリオ全体 の リスクに着 目すべ しとい う労働省 の勧告 もあ り,ポ ー

トフ ォリオ理論に基づいて投 資対象が分散化 され るようにな った。

13)前 掲拙稿 を参照 していただきたい。
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が 会 計 基 準 の 発展 に寄 与 して い る。 逆 に,会 計 基準 の発 展 が 法 を補 強 す る こ と

もあ り,相 互 に依 存 関係 に あ る とい え る。

むすびにかえて

δ以.Lで は
,SFAS第87号 を素材にして,会 計 と法 との依存関係 と対立関係

を扱ったが,依 存関係と対立関係 自体 も関係をもっている。というのは,会 計

と法が依存関係にあるといっても,一 方が他方に解消されるわけではなく対立

.関係をもっているからである。また,会 計 と法が対立関係にあるといっても,

やはり,依 存関係が無くなってしまうわけではない。対立関係があってこそ依

存関係が存在するのであり,依 存関係があってこそ対立関係ぷ存在するのであ

る。これらの関係がSFAS第87号 には明確にあらわれていた。SFAS第87号

における年金取引は,ま ず基本的に,従 業員と事業者 との取引であ り,こ の点

を明確にしたことは,会 計 と法との依存関係を反映 している。SFAS第87.号

では,保 険会社 とい う取引主体が入 ってくるが,こ の点はどちらかというと会

計 と法の対立関係を反映 している。会計 と法 との対立関係はSFAS第87号 に

おける累積給付債務の採用 という点によくあらわれている。その他 ,事 業者と

従業員の取引自体 も制度改訂に基づ く過去勤務費用については二重の解釈が共

存 している。これら多様な解釈が発生主義会計のなかで統合されているという

ことになる。

会計 も経済的実質に対 してある一つの形式を与えようとす るものである。.

SFAS第87号 の場合,従 業員の年金給付請求権を侵害するか もしれない年金

超過資産の回収 という事象と結びついていた。ある実質に対 して形式を与える

という意味では,会 計 も法 も同等の位置にある。会計は法から純粋に独立して

いるわけで もない し,ま た,完 全に従属 しているわけでもない。本稿の副題に

おいて,会 計の議論で通常使用されていたような経済的実質と法的形式 という

対概念を採用せず,経 済的実質と形式という対概念を採用したのは以上の理由

による。
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本 稿 で は,ア メ リカ年 金 会 計 を素材 に しなが ら,会 計 と法 の相 互 関 係 につ い

て 考 察 した 。 しか し,本 稿 で は会 計 と相 互 関係 を もつ 法 の内 容 が 限 定 され た も

の と な って お り,ま た,会 計 と法 と の相 互 関係 に議 論 の焦 点 が おか れ た た め に

会 計 自体 の 理 論 ・制度 ・実 務 の展 開 や 法 自体 の 理論 ・制 度 ・実 務 の展 開 を考 察

ゆ

の なか に十 分 に含 め る こ とがで きなか った 。 今 後 の研 究課 題 と したい 。
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